
平成 27年 6月 18日 

保護者 様 

千葉黎明高等学校 

校長 西村 清 

事務長 吉田 英雄 

平成２７年度 就学支援金制度・授業料減免制度申請のお願い 
 

１ 就学支援金制度 

   年収に応じて支援金が支給される（授業料分として）、国の制度です。全員申請が必要です。 

[概要]   ※対象の期間は平成２７年７月～２８年６月 

        

 

 

 

 

 

 

［提出に必要な書類］   ①就学支援金 収入状況届出書 

②保護者の平成２７年度課税証明書（扶養の人数が分かるもの） 

※両親共に必要です。課税証明書は市町村役所で発行されます。 

             ※非課税の場合は非課税証明書を提出ください。 

 

［申請期日］      平成２７年７月４日（土）までに担任に提出  

 

２ 授業料減免制度 

   保護者の経済的な理由により、授業料の納入が困難な場合に授業料を免除する県の制度です。 

２７年度は就学支援金の申請をもって、申請となります（学校への提出書類はありません）。 

[概要]   ※対象の期間は平成２７年４月～平成２８年３月 

項 目 内  容 

授業料減免額 月額授業料の 全額 又は 2/3 を免除（就学支援金相当額は除く） 

認定基準 

授業料全額免除の場合 

１号）生活保護受給世帯 

２号）市町村民税所得割額(父母合算額)が 51,300円未満の世帯 

授業料 2/3免除の場合 

３号）市町村民税所得割額(父母合算額)が 175,500円以下の世帯 

【「入学金の軽減」について】 

本年度入学生のうち、１号、２号のいずれかの要件に該当する場合は、私立高等学校入学金軽減 

制度により、入学金のうち５万円が軽減されます。 

 

＜重要＞ 

就学支援金、授業料減免の結果は県より通知があり次第ご連絡します。 

支給額・減免額はすべて年度末に清算予定です。 

お問い合わせ： ０４３－４４３－３２２１  事務室 担当：西村 

以上 

認定基準 （世帯の市町村民税所得割額） 就学支援金支給額（月額） 

       ０円（非課税） ２４，７５０円 

５１，３００円未満 １９，８００円 

１５４，５００円未満 １４，８５０円 

３０４，２００円未満  ９，９００円 

３０４，２００円以上           ０円（対象外） 



千葉県知事　鈴木　栄治　殿

　　受給資格認定申請書

✔　収入状況届出書

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。）

〒

様式第１号（第３条第１項、第10条第２項並びに第11条第１項及び第２項関係）

平成　　年　　月　　日

高等学校等就学支援金

　 　高等学校等就学支援金の受給資格の認定を申請します。

　 　高等学校等就学支援金の支給に関して，保護者等の収入の状況に関する事項に

 　ついて，届け出ます。
（該当する□にレ印を付けてください。）

ふりがな

生徒の氏名 姓 名

生徒の
生年月日
昭和
平成

年 月 日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

保護者等の連絡先  （自宅・携帯）

生徒が在学する
学校の名称 千葉黎明高等学校

【１．高等学校等の在学期間について】　（収入状況届出書の場合は記入不要。）

①現在の学校の
在学期間

学校名　千葉黎明高等学校

　　　私　立

平成 ２７ 年 ４ 月 １ 日
　～

学校の種類・課程・学科

高等学校(全日制)

（うち支給停止期間等）

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日

②過去の学校の
在学期間

学校名

　　　　　　立

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日

学校の種類・課程・学科

（うち支給停止期間等）

平成  年  月  日
　～平成  年  月  日


	『1・2年生』就学支援金申請・届出書
	【1・2年生】就学支援金ご案内

